
廃棄物が地下にある土地の形質の変更に係る届出制度の概要 
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指定区域として指定 

（法第15条の 17第１項）

土地の形質の変更の届出 

（法第 15 条の 19 第１項）

基準に不適合の場合 

＜施行の基準＞ 

・廃棄物の飛散・流出防止 

・可燃性ガス、悪臭性ガス 

発生対策 

・汚水対策 

・覆いの機能の維持 等 

計 画 変 更 命 令 

（法第15条の 19第４項）

３０日以上 

土地の形質の 

変更の施行 

措 置 命 令 

（支障の除去等を命令） 

（法第 19 条の 10 第１項）

廃止最終処分場 

３０日以内 

受 理 

・基準に不適合の施行 

・生活環境の保全上の 

支障の発生又は発生 

のおそれ 
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